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(57)【要約】
　本発明は、臨時レジン系歯冠及びその製造方法、前記
臨時レジン系歯冠組、並びに前記臨時レジン系歯冠の製
作方法に関する。具体的に、本発明の臨時レジン系歯冠
は、５０～９０℃において軟化される熱可塑性レジンが
胴体を形成し、その胴体の内部に中空部が形成され、前
記胴体が歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠
の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径
により規格化し、単一又は２以上が互いに連接されるこ
とを特徴とする。本発明によれば、従来歯科の治療に用
いられなかった材料が用いられることから、歯科におけ
る補綴治療に歯科医師、歯科衛生士又は歯科技工士が手
軽に使用可能であるだけではなく、治療を受ける患者の
苦痛が低減され、短時間の治療が行われる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５０～９０℃において軟化される熱可塑性レジンが胴体を形成し、その胴体の内部に中
空部が形成されるが、前記胴体は、歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠
心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径により規格化した臨時レジン系歯冠であ
り、前記臨時レジン系歯冠が単一であるか、又は２以上が互いに連接されることを特徴と
する臨時レジン系歯冠。
【請求項２】
　前記熱可塑性樹脂は、生分解性高分子樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の臨
時レジン系歯冠。
【請求項３】
　前記生分解性高分子樹脂は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリ
－ε－カプロラクトン、ポリジオキサノン、ポリ乳酸－グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ
）、ポリジオキサン－ε－カプロラクトン共重合体、ポリ乳酸－ε－カプロラクトン共重
合体（ＰＬＡ）、ポリヒドロキシム闔_－ヒドロキシ吉草酸共重合体、ポリリン酸エステ
ル、ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸共重合体、ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸・グリ
コール酸共重合体及びポリエチレンオキシド－ポリ－ε－カプロラクトン共重合体よりな
る群から選ばれる１種又は２種以上であることを特徴とする請求項２に記載の臨時レジン
系歯冠。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のうちのいずれか一項に記載の臨時レジン系歯冠が、下記のいず
れか一つに規格化してなる臨時レジン系歯冠組。
（１）乳歯及び永久歯
（２）前歯、犬歯、小臼歯及び大臼歯
（３）１歯、４歯、６歯及び１４歯
（４）歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び
歯冠の脣舌と頬舌径のうちのいずれか一つの大きさを基準として大きさにおける大、中及
び小。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のうちのいずれか一項に記載の臨時レジン系歯冠を５０～９０℃
において軟化させる軟化ステップと,
　前記軟化された臨時レジン系歯冠の中空部を削除された歯牙に嵌め込む嵌込ステップと
、
　前記嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力により変形される変形ステッ
プと、
　前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させる硬化ステップと、
　前記硬化された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させる脱落ステップと、
　前記脱落された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップと、
を含む臨時レジン系歯冠の製作方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項３のうちのいずれか一項に記載の臨時レジン系歯冠を５０～９０℃
において軟化させる軟化ステップと、
　前記軟化された臨時レジン系歯冠の中空部を削除された歯牙に嵌め込む嵌込ステップと
、
　前記嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力により変形される変形ステッ
プと、
　前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させる硬化ステップと、
　前記硬化された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させる脱落ステップと、
　前記脱落された臨時レジン系歯冠の中空部に即時重合レジンを充填する充填ステップと
、
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　前記充填された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップと、
を含む臨時レジン系歯冠の製作方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項３のうちのいずれか一項に記載の臨時レジン系歯冠を５０～９０℃
において軟化させる軟化ステップと、
　前記軟化された臨時レジン系歯冠の中空部を削除された歯牙に嵌め込む嵌込ステップと
、
　前記嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力により変形される変形ステッ
プと、
　前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させる硬化ステップと、
　前記硬化された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させる脱落ステップと、
　前記脱落された臨時レジン系歯冠の中空部に即時重合レジンを充填する充填ステップと
、
　前記充填された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップと、
　前記研磨された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙に再び嵌め込んだ後に、突出する即
時重合レジンを除去する除去ステップと、
を含む臨時レジン系歯冠の製作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科の補綴施術に当たって歯牙を削除し、最終的な補綴物を取り付けるまで
削除された歯牙の保護などのために用いられる臨時レジン系歯冠及びこれを製造する方法
、多数の前記臨時レジン系歯冠からなる組及びこれらの使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、歯牙は、虫歯や歯茎疾患、抜歯などにより損傷されると、食物の摂取のための
破砕が困難になったり、徐々に顔の形状を非対称的に変形させて他人の視線に対して萎縮
感を有したりする虞があるため、損傷部位又は抜歯部位は、健康な生活を営むために、迅
速な治療を行うことや人工歯牙への施術が必須的である。
【０００３】
　上述した虫歯や歯茎疾患、抜歯などにより損傷された歯牙の治療方法として、インプラ
ント、ブリッジ、義歯などの様々な補綴施術が開発されているが、周知の補綴施術は、共
通的に、施術中に損傷された歯牙の抜歯部位を治療した後の所定の治癒期間の間に一時的
な補綴を必要とする。特に、最近広く施術されているインプラント施術は、がく骨内に移
植された後、がく骨内において骨結合が行われるように所定の治癒期間を経、治癒期間中
には永久インプラントの上に人工歯が補綴できず、移植部位のがく骨が癒合しながら永久
インプラントとの骨結合が終わる時点において補綴しなければならない。このため、治癒
期間中には骨結合が進行を妨げないように永久インプラントの上に応力が加えられてはな
らず、食物の摂取時に行われる咀嚼活動による永久インプラントの上に応力が加えられる
ことを防ぐために所定の措置としての一時的な歯牙補綴が必要である。
【０００４】
　仮歯は、歯科において歯牙を削除し、最終的な補綴物を取り付けるまで削除された歯牙
の知覚過敏の発生及び削除された歯牙の位置移動を防ぐためのものである。これは、即時
重合樹脂を攪拌して患者の口腔内の削除された歯牙に合わせて製作するが、歯科において
歯科医師や歯科衛生士が自ら製作して嵌め込む直接法と、印象を体得して歯科技工所にお
いて製作して歯科において嵌め込む間接法がある。歯科において自ら製作する場合、歯科
医師や歯科衛生士の熟練された技術力及び長時間が求められる。
【０００５】
　また、歯科技工所においても、仮歯製作作業は、熟練された技術力及び１つ当たりに約
３０分～１時間の製作時間が求められるため、ほとんどの歯科医師や歯科衛生士が忌避す
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る作業である。
【０００６】
　直接法は、歯牙の削除後に患者を診療椅子に横たえ、攪拌された樹脂を口腔に入れたり
口腔から取り出したりすることを複数回繰り返し行うことにより行われるが、このような
繰り返し作業は歯牙の神経損傷の原因となり、かつ、樹脂が硬化しながら５０℃以上に発
熱するが故に、硬化する前に削除された歯牙から樹脂を取り出して随時水で熱を冷やさな
ければ削除された歯牙の神経が損傷されるため、作業を丁寧に行うことを余儀なくされる
。具体的に、攪拌された樹脂を歯牙に置き、手で操作しながら患者の咬合された状態を印
記するが、このとき、樹脂が横に拡散されながら手により形成されたブロックに変形が生
じて一回の印記では困難であるため、攪拌された樹脂が完全に硬化した後に再び削除され
た歯牙と密接されていない仮歯の内面に攪拌された樹脂を入れて削除された歯牙と仮歯の
内面とを緊密に接合しなければならない。
【０００７】
　次いで、硬化した樹脂を歯牙の形状に合わせて削除して外形を作り、隣の歯牙との高さ
を調整し、対合歯との咬合関係を最終的に調整して患者が何日間知覚過敏の歯牙を保護し
ながら食物を摂取するための仮歯を製作しなければならない。
【０００８】
　これらの過程は、たとえ熟練された技術者であるとしても、１つの仮歯を製作するのに
少なくとも約３０分～１時間かかる高難度の作業である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、歯科医師又は歯科衛生士が削除された歯牙に理想的に嵌
め込む仮歯を自分の診療病院において自ら完成する臨時レジン系歯冠とその方法を提供す
ることにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、歯科技工士が削除された歯牙に理想的に嵌め込むための仮歯だけ
ではなく、その仮歯を一層手軽に製作する臨時レジン系歯冠とその方法を提供することに
ある。
【００１１】
　本発明の更に他の目的は、歯科治療を受ける患者の削除された歯牙の知覚過敏の発生及
び削除された歯牙の位置移動を防ぐための仮歯を削除された歯牙に理想的に嵌め込んで患
者の治療苦痛などを低減させる臨時レジン系歯冠とその方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した目的を達成するためになされた本発明による臨時レジン系歯冠は、５０～９０
℃において軟化される熱可塑性レジンが胴体を形成し、その胴体の内部に中空部が形成さ
れるが、前記胴体は、歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部
の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径により規格化した臨時レジン系歯冠であり、前記臨時
レジン系歯冠が単一であるか、又は２以上が互いに連接されることを特徴とする。
【００１３】
　本発明において、前記熱可塑性樹脂は、生分解性高分子樹脂であることが好ましく、前
記生分解性高分子樹脂は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリ－ε
－カプロラクトン、ポリジオキサノン、ポリ乳酸－グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）、
ポリジオキサン－ε－カプロラクトン共重合体、ポリ乳酸－ε－カプロラクトン共重合体
（ＰＬＡ）、ポリヒドロキシム闔_－ヒドロキシ吉草酸共重合体、ポリリン酸エステル、
ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸共重合体、ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸・グリコー
ル酸共重合体及びポリエチレンオキシド－ポリ－ε－カプロラクトン共重合体よりなる群
から選ばれる１種又は２種以上であることが好ましい。
【００１４】
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　また、本発明は、前記臨時レジン系歯冠が、下記のいずれか一つに規格化してなる臨時
レジン系歯冠組を提供する。
（１）乳歯及び永久歯
（２）前歯、犬歯、小臼歯及び大臼歯
（３）１歯、４歯、６歯及び１４歯
（４）歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び
歯冠の脣舌と頬舌径のうちのいずれか一つの大きさを基準として大きさにおける大、中及
び小。
【００１５】
　更に、本発明は、歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の
近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径を基準として規格化した歯牙形状の仮歯用金型を準備す
るステップと、前記金型に５０～９０℃において軟化する性質を有する熱可塑性レジンを
注入して歯牙形状に成形するステップと、を含む前記臨時レジン系歯冠を製造する方法を
提供する。
【００１６】
　更にまた、本発明は、上述した臨時レジン系歯冠を患者に適用するための臨時レジン系
歯冠の製作方法を提供する。
【００１７】
　一つの具体的な態様によれば、本発明は、前記臨時レジン系歯冠を５０～９０℃におい
て軟化させる軟化ステップと、前記軟化された臨時レジン系歯冠の中空部を削除された歯
牙に嵌め込む嵌込ステップと、前記嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力
により変形される変形ステップと、前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させる
硬化ステップと、前記硬化された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させる脱落
ステップと、前記脱落された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップと、を含む
、患者に適用するための臨時レジン系歯冠の製作方法を提供する。
【００１８】
　他の具体的な態様によれば、本発明は、前記臨時レジン系歯冠を５０～９０℃において
軟化させる軟化ステップと、前記軟化された臨時レジン系歯冠の中空部を削除された歯牙
に嵌め込む嵌込ステップと、前記嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力に
より変形される変形ステップと、前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させる硬
化ステップと、前記硬化された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させる脱落ス
テップと、前記脱落された臨時レジン系歯冠の中空部に即時重合レジンを充填する充填ス
テップと、前記充填された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップと、を含む、
患者に適用するための臨時レジン系歯冠の製作方法を提供する。
【００１９】
　更に他の具体的な態様によれば、本発明は、前記臨時レジン系歯冠を５０～９０℃にお
いて軟化させる軟化ステップと、前記軟化された臨時レジン系歯冠の中空部を削除された
歯牙に嵌め込む嵌込ステップと、前記嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧
力により変形される変形ステップと、前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させ
る硬化ステップと、前記硬化された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させる脱
落ステップと、前記脱落された臨時レジン系歯冠の中空部に即時重合レジンを充填する充
填ステップと、前記充填された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップと、前記
研磨された臨時レジン系歯冠を削除された歯牙に再び嵌め込んだ後に、突出する即時重合
レジンを除去する除去ステップと、を含む、患者に適用するための臨時レジン系歯冠の製
作方法を提供する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の臨時レジン系歯冠によれば、従来歯科の治療に用いられなかった材料が用いら
れることから、歯科における補綴治療に歯科医師、歯科衛生士又は歯科技工士が手軽に使
用可能であるだけではなく、治療を受ける患者の苦痛が低減され、短時間の治療が行われ
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るという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による臨時レジン系歯冠の構造を示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態による４臼歯及び大臼歯に対する臨時レジン系歯冠
の構造を示す図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による臨時レジン系歯冠の製作方法を順序化した図
である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態による臨時レジン系歯冠の製作方法を説明する図で
ある。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による臨時レジン系歯冠の製作方法を説明する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、５０～９０℃において軟化する熱可塑性レジンが胴体１００を形成し、その
胴体の内部に中空部２００が形成されるが、前記胴体は、歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯
冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径により規格化する
臨時レジン系歯冠１０を提供する。
【００２３】
　従来の臨時レジン系歯冠に用いられる即時重合レジンは、室温において短時間内に重合
硬化する性質を有するが、硬化に際して熱が発生して補綴施術部位の歯牙及び神経に損傷
を与える虞があるため、使用にかなり注意を払う必要がある。これに対し、本発明の前記
熱可塑性レジンは、５０～９０℃において軟化し、室温において熱の発生なしに短時間内
に硬化する性質を有する樹脂である。
【００２４】
　本発明において、熱可塑性レジンは、生分解性高分子樹脂であることが好ましい。この
種の生分解性高分子樹脂は、必ずしもこれらに限定されるものではないが、ポリ乳酸（Ｐ
ＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリ－ε－カプロラクトン、ポリジオキサノン、
ポリ乳酸－グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）、ポリジオキサン－ε－カプロラクトン共
重合体、ポリ乳酸－ε－カプロラクトン共重合体（ＰＬＡ）、ポリヒドロキシム闔_－ヒ
ドロキシ吉草酸共重合体、ポリリン酸エステル、ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸共重合
体、ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸・グリコール酸共重合体及びポリエチレンオキシド
－ポリ－ε－カプロラクトン共重合体よりなる群から選ばれる１種又は２種以上である。
好ましくは、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ－ε－カプロラクトン、ポリ乳酸－グリ
コール酸共重合体（ＰＬＧＡ）のうちのいずれか１種以上であり、更に好ましくは、ポリ
乳酸である。
【００２５】
　本発明の臨時レジン系歯冠１０は、胴体１００及び中空部２００を備える。前記胴体１
００は、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と
頬舌径を基準として規格化することを特徴とする。また、前記胴体１００は、胴体１００
の内部に中空部２００が形成され、前記中空部２００は、前記胴体１００の上端に開口さ
れることを特徴とする。
【００２６】
　前記中空部２００は、削除された歯牙が嵌め込まれる空間であり、削除された歯牙が嵌
め込まれた後に中空部２００の空間に余裕がある場合にはその余裕空間に即時重合レジン
などが充填される。このため、もし、削除された歯牙ではなく、抜歯された歯牙である場
合に、本発明の臨時レジン系歯冠１０が用いられる場合、前記中空部２００には即時重合
レジンなどが充填された後に用いられる。また、抜歯された歯牙が２以上であり、且つ、
その抜歯された歯牙の左右の歯牙が削除された歯牙である場合、前記抜歯された歯牙には
中空部２００に即時重合レジンなどが充填された臨時レジン系歯冠が用いられ、前記削除
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された歯牙は、即時重合レジンなどの充填又は充填なしに前記中空部に嵌め込まれる。
【００２７】
　本発明において、前記削除された歯牙とは、虫歯や歯茎疾患、抜歯などにより損傷され
た歯牙を修復するための補綴治療の対象となる歯牙であり、歯牙の琺瑯質の一部又は全部
が研磨された歯牙のことをいう。
【００２８】
　本発明において、前記規格とは、歯牙を歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯
頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径を基準として大きさ別に分類し、これを一定化及
び計量化させたものをいう。
【００２９】
　前記規格に対する一つの具体例として、上顎及び下顎を構成する各永久歯を歯牙の外形
、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径を基準として
大きさ別に大、中及び小に区別し、これを下記表１～３に示す。より具体的に、下記表１
は大規格であり、表２は中規格であり、表３は小規格である。乳歯においては、歯牙の外
形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径を単一の大
きさにし、表４は、乳歯の規格である。下記表１～３は永久歯の規格であり、表４は乳歯
の基本規格であるが、本発明を構成する前記規格に対する一つの例であり、前記規格が必
ずしもこれらに限定されることはない。
【００３０】
【表１】

【００３１】
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【表２】

【００３２】
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【表３】

【００３３】
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【表４】

【００３４】
　上述したように、永久歯は、前記表１～３に示す規格に従い本発明による規格化した臨
時レジン系歯冠を製造し、乳歯は、前記表４に示す規格に従い本発明による規格化した臨
時レジン系歯冠を製造する。
【００３５】
　また、本発明の臨時レジン系歯冠１０は単一であってもよいが、２以上が互いに連接し
てなる臨時レジン系歯冠であってもよい。
【００３６】
　一つの具体例として、図２は、４臼歯からなる大臼歯に対する本発明の臨時レジン系歯
冠の一実施形態を示す。
【００３７】
　上述したように、本発明の臨時レジン系歯冠は、単一の削除された歯牙に加えて、２以
上の削除された歯牙、又は２以上の削除された歯牙及び１以上の抜歯された歯牙に適用さ
れる。ここで、前記連接とは、臨時レジン系歯冠の胴体が互いにつながって当接している
形状のことをいう。
【００３８】
　また、本発明は、多数の規格化した臨時レジン系歯冠を備える臨時レジン系歯冠組を提
供する。
【００３９】
　具体的に、前記組は、乳歯及び永久歯からなる臨時レジン系歯冠組である。
【００４０】
　更に、前記組は、前歯、犬歯、小臼歯及び大臼歯からなる臨時レジン系歯冠組である。
【００４１】
　更にまた、前記組は、歯牙の数において、１歯、４歯、６歯、及び１４歯からなる臨時
レジン系歯冠組である。
【００４２】
　更にまた、前記組は、歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸
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部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径のうちのいずれか一つの大きさを基準として大きさ
における大、中及び小からなる臨時レジン系歯冠組である。
【００４３】
　本発明の臨時レジン系歯冠は、歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心
径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の脣舌と頬舌径を基準として規格化した歯牙状の仮歯用金
型を準備するステップと、前記金型に５０～９０℃において軟化する性質を有する熱可塑
性レジンを注入して歯牙状に成形するステップと、を含む方法により製造される。
【００４４】
　本発明において、前記金型は、規格化した歯牙状を有するものであり、前記規格とは、
歯牙の咬合面、歯牙の外形、歯冠の長さ、歯冠の近遠心径、歯頸部の近遠心径及び歯冠の
脣舌と頬舌径を基準として分類され、一定化及び計量化したものをいう。このような規格
は、上述した通りである。
【００４５】
　このため、前記金型は、規格化した歯牙の形状に対して多数設けられ、その多数は、一
つの組を形成する。
【００４６】
　前記熱可塑性レジンは、上述したように、５０～９０℃において軟化し、室温において
熱の発生なしに短時間内に硬化する性質を有する樹脂であり、好ましくは、生分解性高分
子樹脂である。その生分解性高分子樹脂は、例えば、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコー
ル酸（ＰＧＡ）、ポリ－ε－カプロラクトン、ポリジオキサノン、ポリ乳酸－グリコール
酸共重合体（ＰＬＧＡ）、ポリジオキサン－ε－カプロラクトン共重合体、ポリ乳酸－ε
－カプロラクトン共重合体（ＰＬＡ）、ポリヒドロキシム闔_－ヒドロキシ吉草酸共重合
体、ポリリン酸エステル、ポリエチレンオキシド－ポリ乳酸共重合体、ポリエチレンオキ
シド－ポリ乳酸・グリコール酸共重合体及びポリエチレンオキシド－ポリ－ε－カプロラ
クトン共重合体よりなる群から選ばれる１種又は２種以上である。より好ましくは、前記
熱可塑性レジンは、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ－ε－カプロラクトン及びポリ乳
酸－グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）よりなる群から選ばれるいずれか１種以上であり
、更に好ましくは、ポリ乳酸である。
【００４７】
　一方、本発明は、このようにして製造された本発明の臨時レジン系歯冠を虫歯や歯茎疾
患、抜歯などにより損傷された歯牙を修復するための補綴治療に適用するために製作する
方法を提供する。
【００４８】
　具体的に、本発明の臨時レジン系歯冠の製作方法は、前記製造された臨時レジン系歯冠
を５０～９０℃において軟化させる軟化ステップ（Ｓ１００）と、前記軟化した臨時レジ
ン系歯冠の中空部を削除された歯牙に嵌め込む嵌込ステップ（Ｓ２００）と、前記嵌め込
まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力により変形される変形ステップ（Ｓ３００
）と、前記変形された臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させる硬化ステップ（Ｓ４００）と
、前記硬化した臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させるステップ（Ｓ５００）
と、前記脱落された臨時レジン系歯冠の表面を研磨する研磨ステップ（Ｓ６００）と、を
含む。
【００４９】
　以下、図３を参照して具体的に説明する。
【００５０】
　前記軟化ステップ（Ｓ１００）は、上述した方法により製造された臨時レジン系歯冠を
５０～９０℃において軟化させるステップである。前記軟化は、嵌込ステップ（Ｓ２００
）及び変形ステップ（Ｓ３００）において変形し易いほどの軟化であればよいが、好まし
くは、１０～３０秒間５０～９０℃の水に浸漬又は加熱して行う。
【００５１】
　より具体的に、本発明の臨時レジン系歯冠は規格化した歯牙形状を有するため、本発明
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の臨時レジン系歯冠のユーザーは、患者の削除された歯牙と最も類似している規格を有す
る本発明の臨時レジン系歯冠を選択し、これを１０～３０秒間５０～９０℃の水に浸漬又
は加熱して軟化させるステップである。
【００５２】
　前記嵌込ステップ（Ｓ２００）は、前記軟化ステップ（Ｓ１００）において軟化した臨
時レジン系歯冠の中空部を削除された歯牙に嵌め込むステップである。
【００５３】
　より具体的に、本発明の臨時レジン系歯冠は規格化した歯牙状を有するため、本発明の
臨時レジン系歯冠のユーザーは、患者の削除された歯牙と最も類似している規格を有する
本発明の臨時レジン系歯冠を選択し、これを患者の削除された歯牙に嵌め込むステップで
ある。
【００５４】
　ここで、前記削除された歯牙とは、上述したように、虫歯や歯茎疾患、抜歯などにより
損傷された歯牙を修復するための補綴治療の対象となる歯牙であり、歯牙の琺瑯質の一部
又は全部が研磨された歯牙のことをいう。
【００５５】
　前記変形ステップ（Ｓ３００）は、前記嵌込ステップ（Ｓ２００）において削除された
歯牙に嵌め込まれた臨時レジン系歯冠の胴体が対合歯の圧力により変形されるステップで
ある。
【００５６】
　より具体的に、前記嵌込ステップ（Ｓ２００）において患者の削除された歯牙に嵌め込
まれた本発明の臨時レジン系歯冠の胴体が患者により閉じられた口の対合歯の圧力により
削除された歯牙の外形及び咬合面に適するように変形されるステップである。
【００５７】
　ここで、前記変形とは、患者の歯牙の咬合面及び削除された歯牙の外形に形成された形
状と一致する形状に変わることをいう。
【００５８】
　前記硬化ステップ（Ｓ４００）は、前記変形ステップ（Ｓ３００）において変形された
臨時レジン系歯冠の胴体を硬化させるステップである。
【００５９】
　より具体的に、前記変形ステップ（Ｓ３００）において患者の歯牙の咬合面及び削除さ
れた歯牙の外形に適するように変形された臨時レジン系歯冠の胴体を所定時間維持して硬
化させてその変形された臨時レジン系歯冠の胴体の外形をそのまま維持するステップであ
る。
【００６０】
　本発明において、前記硬化とは、硬度を有しながら硬くなることをいうが、本発明にお
いて用いられる熱可塑性樹脂の特性からみて、温度が下がると自然に硬くなるが、好まし
くは、硬化時間を短縮させるために、室温の空気を注入したり水を吹き付けたりして硬化
させる。
【００６１】
　前記脱落ステップ（Ｓ５００）は、前記硬化ステップ（Ｓ４００）において硬化した臨
時レジン系歯冠を削除された歯牙から取り出すステップである。
【００６２】
　前記研磨ステップ（Ｓ６００）は、前記脱落ステップ（Ｓ５００）において脱落された
臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させて前記臨時レジン系歯冠の表面を研磨す
るステップである。
【００６３】
　具体的に、前記硬化ステップ（Ｓ４００）において硬化した臨時レジン系歯冠は、削除
された歯牙から脱落させることなくそのまま用いる。しかしながら、前記変形ステップ（
Ｓ３００）において臨時レジン系歯冠の胴体が変形されることに伴い、外形が滑らかにな
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らず、そのままで前記硬化ステップ（Ｓ４００）において硬化する場合がある。この場合
、患者の歯牙の心理的な美感のためにも、好ましくは、前記硬化ステップ（Ｓ４００）に
おいて硬化した臨時レジン系歯冠を削除された歯牙から脱落させ、その表面を研磨する必
要がある。
【００６４】
　前記研磨には、歯科治療に際して一般的に用いられる研磨道具が用いられる。
【００６５】
　一方、前記変形ステップ（Ｓ３００）及び硬化ステップ（Ｓ４００）を経た臨時レジン
系歯冠は、場合によって、患者の歯牙の咬合面及び削除された歯牙の外形に適するように
一致せず、削除された歯牙との間に空間が形成される場合がある。
【００６６】
　このため、本発明の前記臨時レジン系歯冠の製作方法は、前記脱落ステップ（Ｓ５００
）後に、前記脱落ステップ（Ｓ５００）において脱落された臨時レジン系歯冠の中空部に
即時重合レジンを充填する充填ステップ（Ｓ７００）と、前記充填された臨時レジン系歯
冠の表面を研磨する研磨ＩＩステップ（Ｓ８００）と、を含む。
【００６７】
　前記充填ステップ（Ｓ７００）における即時重合レジンの充填量は、好ましくは、変形
ステップ（Ｓ３００）及び硬化ステップ（Ｓ４００）を経た臨時レジン系歯冠が、場合に
よって、患者の歯牙の咬合面及び削除された歯牙の外形に適するように一致せず、削除さ
れた歯牙との間の空間を満たすほどの量であればよい。
【００６８】
　また、前記充填ステップ（Ｓ７００）を経た臨時レジン系歯冠は、前記研磨ＩＩテップ
（Ｓ８００）後に、削除された歯牙に再び嵌め込まれた後に突出する即時重合レジンを除
去する除去ステップ（Ｓ９００）を更に経る。
【００６９】
　前記除去ステップ（Ｓ９００）における即時重合レジンの除去は、歯科治療に際して主
として用いられるへらなどを用いて行う。
【００７０】
　上述したように、本発明による臨時レジン系歯冠は、歯科医師又は歯科衛生士が自分の
診療病院において自ら手軽に完成することができ、歯科技工士が削除された歯牙に理想的
に嵌め込むための仮歯を更に簡単に製作することができるというメリットがある。また、
歯科治療を受ける患者にとっても、削除された歯牙の知覚過敏の発生及び削除された歯牙
の位置移動を防ぐための仮歯を削除された歯牙に理想的に且つ短時間内に嵌め込んで患者
の治療苦痛などを軽減させることができるというメリットがある。
【００７１】
　一つの具体的な実施形態として、図４は、本発明による臨時レジン系歯冠が１臼歯を構
成する場合を示す図であり、大臼歯のうちの一つが削除された歯牙を有する患者に適用す
るために臨時レジン系歯冠を製作する方法を示すものである。
【００７２】
　具体的に、図４の（ａ）は、本発明の一実施形態による１臼歯の臨時レジン系歯冠を示
す図である。図４の（ｂ）は、浄水器の熱水（約６０～８０℃）に前記１臼歯の臨時レジ
ン系歯冠を約２０秒間浸漬して軟化させることを示す図である。図４の（ｃ）は、大臼歯
のうちの一つが削除された歯牙に前記軟化した臨時レジン系歯冠を嵌め込んだ後に対合歯
を用いて押すと、前記軟化した臨時レジン系歯冠が対合歯に合うように押されながら咬合
面が形成される。次いで、空気を吹き込んだり水を吹き付けたりして対合歯により押され
て形成された咬合面に倣って前記軟化した臨時レジン系歯冠が硬化することを示す図であ
る。
【００７３】
　図４の（ｄ）は、即時重合レジンを製造する様子を示す図である。図４の（ｅ）は、前
記製造された即時重合レジンを前記図４の（ｃ）において硬化した臨時レジン系歯冠の中
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空部に充填することを示す図である。図４の（ｆ）は、支台歯よりも長くなった臨時レジ
ン系歯冠の胴体を支台歯に合わせて研磨する過程を示す図である。図４の（ｇ）は、前記
図４の（ｆ）の臨時レジン系歯冠を再び削除された歯牙に嵌め込んで、対合歯を咬合させ
て臨時レジン系歯冠の中空部に充填された即時重合レジンが臨時レジン系歯冠と削除され
た歯牙との間に形成された空間を充填し、充填された即時重合レジンが硬化した後に過剰
の即時重合レジンを除去することを示す図である。図４の（ｈ）は、上述した方法により
最終的に製作された臨時レジン系歯冠の様子を示す図である。
【００７４】
　一つの具体的な実施形態として、図５は、本発明による臨時レジン系歯冠が２以上互い
に連接して６前歯を構成する場合を示す図であり、抜歯及び削除された歯牙を有する患者
に適用するために臨時レジン系歯冠を製作する方法を示すものである。
【００７５】
　具体的に、図５は、本発明の一実施形態による臨時レジン系歯冠６個が互いに連接して
６前歯を構成する場合を示す図である。図５の（ｂ）は、浄水器の熱水（約６０～８０℃
）に前記６前歯の臨時レジン系歯冠を約２０秒間浸漬して軟化させることを示す図である
。図５の（ｃ）は、前記軟化した臨時レジン系歯冠を下顎部の前歯部に嵌め込んだことを
示す図である。次いで、対合歯を用いて押すと、前記軟化した臨時レジン系歯冠が対合歯
に合うように押されながら咬合面が形成される。次いで、空気を吹き込んだり水を吹き付
けたりして対合歯により押されて形成された咬合面に倣って前記軟化した臨時レジン系歯
冠が硬化する。図５の（ｄ）は、即時重合レジンを製造する様子を示す図である。図５の
（ｅ）は、前記製造された即時重合レジンを前記図５の（ｃ）において硬化した臨時レジ
ン系歯冠の中空部に充填することを示す図である。図５の（ｆ）は、支台歯よりも長くな
った臨時レジン系歯冠の胴体を支台歯に合わせて研磨する過程を示す図である。図５の（
ｇ）は、前記図５の（ｆ）の臨時レジン系歯冠を再び削除された歯牙に嵌め込んで、対合
歯を咬合させて臨時レジン系歯冠の中空部に充填された即時重合レジンが臨時レジン系歯
冠と削除された歯牙との間に形成された空間を充填し、充填された即時重合レジンが硬化
した後に過剰の即時重合レジンを除去することを示す図である。図５の（ｈ）は、上述し
た方法により最終的に製作された臨時レジン系歯冠の様子を示す図である。
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